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地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書

未
曾
有
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
東
北
・
関
東
で
は
、
多
く
の
地
域
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
一
日

も
早
い
復
旧
・
復
興
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
行
政
と
国
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が

あ
り
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
政
府
の
み
な
ら
ず
自
治
体
も
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
全
国
の
経
済
状
況
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
地
域
の
雇
用
の
確
保
や
社
会
保
障
の
充

実
な
ど
、
地
域
住
民
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
う
え
で
地
方
自
治
体
の
果
た
す
役
割
は
、
ま
す

ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
地
域
経
済
の
活
性
化
と
雇
用
対
策
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
介
護
・
福
祉
施
策
の
充
実
、
農
林
水
産

業
の
振
興
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
な
ど
、
雇
用
確
保
と
結
び
つ
け
、
こ
れ
ら
の
政
策
分
野
の
充
実

・
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
三
年
度
政
府
予
算
で
は
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
総
額
十
七
・
四
兆

円
を
確
保
し
て
お
り
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
震
災
対
策
費
を
確
保
し
つ
つ
、
平
成
二
十
三

年
度
と
同
規
模
の
地
方
財
政
計
画
・
地
方
交
付
税
が
求
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
の
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
向
け
て
、

次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

被
災
自
治
体
に
対
す
る
復
旧
・
復
興
費
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
各
自
治
体
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
の

責
任
に
お
い
て
確
保
し
、
自
治
体
の
財
政
が
悪
化
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
四
年
度
地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム(

二
十
四
年
度
～
二
十
六
年
度)

に
基
づ
き
、
地
方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
と
な
る
地
方
一
般
財
源
の
総
額
に
つ
い
て
、
二
十
三
年

度
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
。

三

地
方
財
源
の
充
実
・
強
化
を
は
か
る
た
め
、
国
・
地
方
の
税
収
配
分
五
対
五
を
実
現
す
る
税
源
移
譲
と

格
差
是
正
の
た
め
の
地
方
交
付
税
確
保
、
地
方
消
費
税
の
充
実
、
国
の
直
轄
事
業
負
担
金
の
見
直
し
な

ど
、
抜
本
的
な
対
策
を
進
め
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
九
日

大
分
県
議
会
議
長
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